
令和８年度福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業（第２工区） 

公募型プロポーザル実施要領 

 

令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日  

 福岡県環境部自然環境課 

 

１ 趣旨 

  この要領は、令和８年度福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業（第２工区）委託業務を委託す

るにあたり、公募型プロポーザル方式による技術提案を実施し、本業務を確実に遂行でき

るものを選定するために必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）業務名   令和８年度福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業（第２工区）委託業務 

（２）業務内容  令和８年度福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業（第２工区）委託業務仕様書

のとおり 

（３）契約期間  契約締結日から令和９年２月８日 

（４）契約限度額 １３，４６２千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（５）スケジュール 

令和８年４月 １日（水） 公募開始 

４月 ８日（水） 質問受付締切 

４月１０日（金） 技術提案公募参加資格確認申請書提出期限 

４月１５日（水） 技術提案書提出締切 

４月２８日（火） 業務委託候補者選定 

５月上旬以降   委託契約締結 

 

３ 委託候補者の選定 

委託候補者の選定は、公募型プロポーザル方式により行う。 

技術提案への参加を希望する者（以下「参加希望者」という。）は、技術提案への参加

申込みを行った上で、仕様書の業務内容をどのような手法、体制等で実行するのか、業務

を遂行するにあたっての計画、方法等について具体的に提案を行うこと。 

提案内容等について令和８年度福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業委託業務選定委員会

（以下「選定委員会」という。）にて審査を行い、本業務の実施に際し最も適した提案者

を委託候補者とする。 

  



４ 技術提案参加に際しての留意事項 

（１）次のいずれかに該当する場合は、選定の対象から外し、若しくは委託候補者の選定を

取り消す場合がある。 

① 選定委員会の委員又は選定手続き業務に従事する職員又は関係者に対し、不正な

接触行為その他の正当な手続きを妨げる行為の事実が判明した場合 

② 本件技術提案について不正な利益を得るために連合した場合 

③ 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合 

④ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

⑤ 参加希望者が５に定める参加資格を満たしていないことが判明した場合 

⑥ 本公告の内容に違反すると認められる場合 

⑦ 参加希望者による業務遂行が困難であると判断される事実が判明した場合 

⑧ 担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合 

⑨ その他社会的信用を損なう行為等により、参加希望者が委託事業者として業務を

行うことについてふさわしくないと県が認めた場合 

⑩ その他選定の手続きにおいて不正な行為があったと県が認めた場合 

（２）参加希望者は、複数の提案書の提出を行うことはできない。 

（３）提出期限後の提出書類の変更、差替え又は再提出は認めない。ただし、誤字脱字等の

軽微なものを除く。なお、提出書類は、採用の有無にかかわらず返却しないものとする。 

（４）提出書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（様式任意）を提出すること。 

（５）その他 

① 提出された書類等は、情報公開の請求により開示することがある。 

② 技術提案への参加に要する諸費用は、すべて提案者の負担とする。 

③ 本手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限り、本手続

きにおいて使用する単位は、日本の標準時及び計量法によるものとする。 

④ 提出された書類は、提案者に無断で使用しない。ただし、委託候補者の選定を行う

作業に必要な範囲で、複製を作成することがある。 

⑤ 配布する資料等は、本技術提案応募に係る検討以外の目的で使用することを禁止

する。 

 

５ 技術提案参加者（提案者）の資格 

参加希望者に必要な資格は次のとおりとする。 

（１）鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以

下「法」という。）第１８条の２の規定により都道府県知事の認定を受けた認定鳥獣捕

獲等事業者又は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則（平成

１４年環境省令第２８号。以下「規則」という。）第１３条の６に該当する者であるこ

と。 



（２）福岡県庁等で行う業務遂行のための打合せ等に参加できる者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

（４）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成１４年２月２２日１３

管達第６６号総務部長依命通達）に基づく指名停止期間中ではないこと。 

（５）福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号）に定める暴力団又は暴力団

員に該当しないこと。また、これらの者に利益の供与等を行っていないこと。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされ

ている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立

てがなされている者（更生手続き開始の決定又は再生手続き開始の決定を受けている

者を除く。）でないこと。 

（７）令和８年度福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業（第１工区）に係る技術提案に応募してい

ないこと。 

 

６ 業務委託に関する事務を担当する課の名称等 

福岡県環境部自然環境課野生生物係 

〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 

電 話：０９２－６４３－３３６７ 

ＦＡＸ：０９２－６４３－３２２２ 

電子メール：bio@pref.fukuoka.lg.jp 

 

７ 技術提案の参加手続等 

参加希望者は、技術提案参加資格確認申請書等の書類を次のとおり提出しなければな

らない。 

また、参加希望者は、契約担当者から提出した書類等について説明を求められた場合に

は、それに応じなければならない。 

（１）技術提案参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法 

① 提出期間 

令和８年４月１日（水）から同年４月１０日（金）までの午前９時から午後５時ま

で（必着）とする。ただし、県の休日を除く。 

② 提出場所 

６の場所に同じ。 

③ 提出方法 

持参又は郵便（書留郵便その他これに準じる方法によるものに限る。）とし、ファ

クシミリ及び電子メールによる提出は受け付けない。 

 



④ 提出書類 

ア 技術提案参加資格確認申請書（様式第 1号） 

イ 誓約書（様式第２号） 

ウ 法人の登記事項証明書 

エ 法人の定款 

オ 法第１８条の２による県の認定を受けている場合、認定証の写し 

カ オの認定を受けておらず、規則第１３条の６に該当する場合は、その事実が確認

できる書類（安全管理体制、従事者の技能・知識状況等） 

キ 当該業務に係る遂行体制等のわかる資料 

（２）技術提案参加資格要件の審査等 

① 技術提案参加資格要件の審査 

提出された技術提案参加資格確認申請書に基づき、技術提案参加資格要件の審査

を行う。 

なお、必要に応じ、参加希望者に対してヒアリング、書面又はファクシミリにより

技術提案参加資格要件の審査に係る内容の回答要求や、関係機関への意見照会を行

うことがある。 

② 審査結果の通知 

技術提案参加資格確認申請書を提出した者について、審査の結果、不適合と認めら

れる者に対してはその旨を通知する。この通知を受けた者は、この技術提案に参加す

ることができない。 

③ 技術提案参加資格要件不適合の理由の説明要求 

技術提案参加資格要件不適合通知を受け取った者は、令和７年４月１４日（月）午

後５時までに６の宛先にファクシミリ又は電子メールにより、説明を求める書面を

提出することができる｡ 

この場合の回答方法はファクシミリ又は電子メールによる。 

（３）応募に関する質問の受付 

本案件の応募について不明な点がある場合は、契約担当者に対して説明を求めるこ

とができる。 

① 受付期間 

令和８年４月１日（水）から同年４月８日（水）までの午前９時から午後５時まで

（必着）とする。ただし県の休日を除く。 

② 受付方法 

「応募に関する質問・回答書（様式第３号）」をファクシミリ又は電子メールで提

出すること。ただし、電話により契約担当者に着信の確認をすること。電話、来訪な

ど口頭による質問は受け付けない。 

  



③ 受付場所 

６の場所に同じ。 

④ 回答 

応募に関する質問・回答書に記載された連絡先に対し、ファクシミリ又は電子メー

ルにより、随時回答を送付する。 

質問及び回答内容は、技術提案参加資格確認申請書の提出があった全ての者に対

し、申請書に記載のあった連絡先にファクシミリ又は電子メールで通知する。 

⑤ その他 

ア 技術提案実施後、仕様書についての不知又は不明を理由として異議の申し立て

はできない。 

イ 質問者の所在地、名称、担当者氏名、電話番号、ファクシミリ番号、電子メール

を記載すること。 

ウ 提案書の審査に関する質問は回答できない。 

 

８ 技術提案書等の提出等 

（１）技術提案書等の提出 

提案者は、次の場所へ書類を直接持参又は郵送（書留郵便その他これに準じる方法に

よる）で提出するものとし、ファクシミリ又は電子メールによる提出は受け付けない。 

① 提出期限 令和８年４月１５日（水） 午後５時まで（必着） 

② 提出場所 ６の場所に同じ。 

③ 提出書類 

・ 技術提案書提出文書（様式第４号）（１部） 

・ 技術提案書【任意様式：別表１の提案事項を漏れなく具体的に記載すること】 

 （７部） 

・ 見積書【様式第５号：対象となる経費は別表２の範囲内とする】（１部） 

（２）技術提案書の説明 

提案者は、ヒアリングを実施する場合があるので、あらかじめ承知しておくこと。 

なお、詳細については実施することとなった時点でその旨を別途通知する。 

 

９ 委託候補者の選定等 

（１）委託候補者の選定 

① 選定委員会において、審査基準（別表３）に基づき、提出書類等を総合的に審査し

得点化する。 

② 各選定委員の審査票において、１位の順位を獲得した数が最も多いものを委託候

補者として選定する。 

  



③ 複数の応募者が同数で並んだ場合は、当該応募者に係る各委員の審査点を合計し、

最も高い得点を獲得した者を委託先候補者として選定する。 

④ 総得点の平均が普通（合計７５点）以上であることを最低基準とし、最低基準を満

たさない提案者は選定の対象としない。 

⑤ 提案者が１者の場合であっても審査は実施し、審査結果において最低基準を満た

す場合は、その者を委託候補者として選定する。 

⑥ 本応募において、県の要求する基準を満たす提案がなかった場合、委託候補者の選

定は行わず、改めて公募を行うものとする。この場合、今回の参加希望者の再応募を

妨げない。 

 

（２）委託候補者及び審査結果の通知方法等 

① 委託候補者及び審査結果の通知方法 

委託候補者は、福岡県ホームページに公表する。また、審査結果は提案者全員に郵

送により通知する。 

② 他の者に係る審査の内容については問い合わせに応じない。 

 

10 契約の締結 

（１）契約書作成の要否 

委託候補者の選定後、提出された技術提案を基本として当該事業者と県と協議の上、

詳細内容を決定し、契約書により契約を締結する。 

（２）契約保証金 

福岡県財務規則（昭和３９年福岡県規則第２３号）第１６９条及び第１７０条の規定

による。 

 

11 詳細 

詳細は、令和８年度福岡県指定管理鳥獣捕獲等事業（第２工区）委託業務仕様書による。 

 


